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雌
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勘
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考
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・

法
人
重
誼
課
栂
立
法
の
分
椋

利
潤
成
立
の
機
構

枇
曾
黛
の
農
民
獲
得
運
動

長
崎
貿
易
拡
銅
叫
銀
ω
支

那

輸
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説
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克
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博
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暗
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宮
悦
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山
'
b

i
t
-
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措

肌

官

加

重
農
撃
滅
の
純
枚
入
論
・

帥

四

幅

縮

隊

出
町
三
日
可
誌
の
批
評
に
雌
ふ

徳
川
時
代
の
漁
民
脳
動

締
育
倫
敦
嗣
資
本
市
場
の
争
輔

告
業
牧
誰
税
の
改
正
法
案

辻

出

企

守

商
工
合
議
所
法
踊
行
令

-

由

明

士

相
暗
円
串
博
士

-
組
抽
開
場
士

組
消
印
申
士

制
憐
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多E

重

農

串

振
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牧
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の
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重
農
皐
祇
ミ
経
済
表

フ
ヰ
ジ
ォ
ク
ラ
グ
ィ

1
な
る
名
務
が
初
め
て
用
ひ
ら
れ
た
の
は
、
|
|
此
娠
の
有
カ
な
る
研
究
家
の
一
人
.
の

印

n
E
丘
町
に
よ
れ
ば
』
|
|
ロ
ロ
司
自
同
庁

z
m
E
E
B
に
よ
る
ご
め
る
、
オ
Y

ク
ン
は
之
に
反
謝
し
円
夏
に
宇
年
以

前
、
却
も
一
七
六
七
年
四
月
畿
行
の
ミ
何
司
広
自
身
丘
日
=
誌
上
二
二
一
民
に
、
〉
『
広

E
E
B
C
が
「
諸
政
治
の

原
理
」
な
る
論
文
に
フ
キ
ジ
ォ
ク
ラ
ア
ィ

1
の
名
郁
を
使
用
し
て
ゐ
る
事
を
惑
ぺ
、
真
に
叉
「
ア
ヰ

U
ォ
ク
ラ

7
4

1
」
ご
題
す
る
ゲ
ネ
!
の
多
(
の
論
文
を
編
輯
し
た
車
行
本
の
第
一
審
芭
第
同
一
審
ご
の
合
本
が
|
|
一
七
六
入
年

刊
行
ご
あ
る
が

!
l既
に
前
年
の
十
一
月
に
出
版
苫
れ
て
ゐ
化
事
情
を
述
ぺ
、
以
て
デ
品
、
ポ

y
が
此
名
稀
の
創

明
者
な
る
こ
ご
を
否
定
し
て
ゐ
る
o

抑
も

]
V
F一可民

onR邑
o
な
る
語
は
、
自
然

H
U
7
5
E
Z
政
治
者
同
E
Eロ
の
漣
結
た
る
自
然
の
政
治
仲
町
℃
E
u
m
z

世

苑

軍
農
肌
午
抵
の
一
制
肱
入
諭

第
二
十
六
巷

五

停

貌
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設

苑

第
二
十
六
巻

= 
j古

第

焼

章
底
面
申
抵
の
純
枚
入
論

か
ら
出
た
も
の
で
め
る
、
此
振
の
根
本
思
想
は
自
然
の
続
理
、
自
然

ω秩
序
を
政
治
の
最
高
原
理
ご
な

す
事
で
ゐ
hzp
、
延
い
Y

て
経
臨
胴
上
仁
も
最
も
自
然
り
秩
序
仁
依
出
国
す
る
事
多
き
農
業
を
以
t
唯
一
の
生
産
業
己
な

し
、
「
農
夫
貧
し
り
れ
ば
間
食
し
〈
、
岡
貧
し
り
れ
ば
王
貧
L
」

E
Z
1
2
司阜、
E
号、

3
5月
2
1
2自己・
3
5日

目可
E
E
F
E
5日
吉
ご
の
標
語
を
掲
げ
、
他
の
向
工
業
を
以
て
生
産
業
正
認
め
守
純
般
入
買
え
z
t
D
E
を
生
時

g
る
も
ゆ
己
す
る
も
り
で
め
る
。
従

τ
フ
ヰ
ジ
ォ
ク
ラ
ア
ィ
ー
を
邦
識
す
る
仁
第
一
義
を
採
れ
ば
天
則
m

半
減
、
天

理
串
派
正
一
五
ふ
山
Y

至
嘗
で
あ
る
が
、
経
済
問
学
的
考
察
に
於
て
は
ア
ダ
ム
、

A

ミ
ー
が
此
一
阪
を
〉
明
日
E
-
E
E
m
ヨ，

E
E

の
章
下
山
い
包
合
L
た
る
如
〈
、
特
に
農
業
を
重
ん
す
る
貼
よ
り
重
農
間
半
減
己
す
る
も
不
可
な
き
如
〈
考
え

ら
れ
る
、
以
下
フ
ヰ
ジ
ォ
ク
ラ
ア
ィ
ー
を
示
す
に
貧
農
率
一
以
ご
す
る
。

何
百
件
宮
町
凶

此
淑
の
版
本
思
想
た
る
自
然

ω秩
序
正
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ら
う
か
、
そ
は
明
か
に
人
聞
の
意
思
に
基
〈
人

翁
的
批
品
目
秩
序
に
正
反
謝
な
る
も
の
ご
考
え
ら
れ
る
が
、
少
し
〈
進
め
て
考
察
す
る
時
は
種
々
の
疑
問
を
生
す

る
、
も

L
自
然

ω秩
序
を
以
で
人
銭
的
文
明
の
朕
態
に
謝
す
る
自
然

ω欣
態
正
解
す
る
時
は
此
一
蹴
は
復
古
論
者
の

知
〈
、
文
明
を
排
し
、
自
然
欣
態
に
復
す
る
-
-
ご
や
主
張
す
る
や
に
思
は
れ
る
、
乍
然
此
仮
の
主
張
は
入
品
岬
的
批

命
日
秩
序
を
排
す
る
の
で
は
な
〈
、
事
ろ
向
然
ゆ
秩
序
を
基
礎
ご
し
て
-
-
ぞ
れ
に
基
り
る
枇
品
目
的
秩
序
を
自
ら
建
設

せ
ん
ご
す
る
も

ωで
あ
る
、
自
然
の
秩
序
己
批
曾
内
秩
序
正
は
相
排
尿
し
合
ふ
も
り
で
は
な
〈
、
上
下

ω閥
係
、

郎
も
基
礎
ご
上
建
築
正
の
差
-
』
そ
あ
れ
、
雨
者
は
同
時
に
存
在
し
得
る
も
の
で
あ
る
、
比
一
蹴
が
財
産
の
安
全
Z
白

自
己
の
一
耽
曾
秩
序
を
主
張

L
、
人
類
が
野
畿
放
越
よ

h
人
角
的
文
明
賊
援
に
進
h
u
を
一
一
生
も
否
定
せ
な
い
の
は
白
然

の
秩
序
ピ
批
合
的
人
銭
的
秩
序
ご
を
相
排
斥
し
合
ふ
も
の
正
見
な
い
か
ら
で
あ
る
。

Denis. Histoire des Sys時mesEconomiques et Soci九list四一 1904.p. 68. 
Adam Smith，、，vealth.ofNations. Cannan's ed. voll. Il. p. r6I. ff. 
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突
に
自
然
的
秩
序
を
以

τ自
然
法
則
が
人
類
枇
曾
を
支
配
す
る

-
E
t
e
g
意
味
す
る
ご
の
考
が
あ
る
‘
此
振
の
代

表
的
事
者
た
る
プ
ラ
人
づ

y
T
、
ケ
ヰ
ー
が
賞
時
の
名
儲
ご
し
て
午
十
五
世
的
侍
盤
ご
な
b
、
エ
サ
イ
ナ
宮
殿

に
侍

J
J

て
ゐ
た
ニ
正
、
又
一
彼
が
幼
時
よ
り
自
然
科
皐
に
興
味
を
有

L
、
数
多
の
著
書
論
文
を
ぬ
に
し
、
殊
に
人
世

内
の
血
液
循
磁
の
理
法
よ

h
類
推
し
て
、
伎
の
有
名
な
る
経
済
表
り
財
の
循
環
を
考
え
出
し
た
さ
云
ム
こ
ど
等
h
p

此
一
以
は
自
然
訟
則
を
以
て
人
類
枇
品
目
を
も
支
配
せ
し
め
、
此
般
抽
出
り
下
ト
い
あ
る
を
自
然

ω秩
序
ご
一
五
つ

γ
ゐ
る

か
に
考
与
え

i
れ
る
o

乍
然
此
派
の
人
々
は
ジ
!
ド
教
授
が
指
摘

2
如
〈
円
枇
曾
有
機
髄
論
者
で
も
な
〈
、
叉
央

定
一
論
者

ι且
日
日
山
口

Z
E
で
も
な
〈
、
叉
峨
や
峰

ω
刷
曾
ご
入
額
ゆ
枇
曾
ご
を
同
一
湖
す
る
論
者
で
も
な
(
、

ir

て

人

類

一

枇

曾

の

不

秩

序

、

混

乱

、

乃

至

不

合

理

性

を

是

認

せ

る

も

の

で

ゐ

る

。

=

然
ら
ば
此
減

ω所
融
自
然
の
秩
序
正
は
如
何
な
る
ち
の
で
ゐ
ろ
う
か
・
抑
も
人
類
批
権
問
を
規
制
す
る
も
り
に
自

然
り
秩
序
正
人
錦
の
秩
序
正
が
あ
る
、
此
隔
者
は
相
反
す
る
も
の
で
は
な
(
、
後
者
は
前
者
に
基
〈
-
』
ご
に
よ
っ

て
初
め
て
正
嘗
な
秩
序
た

b
得
る
の
で
あ
る
、
自
然
の
秩
序
正
は
人
類
の
辛
楠
山
た
め
に
一
岬
に
よ
っ
て
欲
せ
ら
れ

た
る
秩
序
で
あ
る
、
所
調
紳
慮
に
基
〈
秩
序
で
ゐ
る
、
此
秩
序
は
人
類
枇
曾

ω典
む
盛
衰
に
開
係
な
く
、
根
本
的

仁
存
在
し
、
人
阜
の
叡
智
に
よ
っ
て
の
み
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
h
、
人
類
枇
曾
に
最
上

ω幸
一
珊
を
消
す
も
刀
古

し

τ人
々

ω努
力
を
要
求
す
る
も

ω
で
あ
る
、
乍
然
此
秩
序
に
は
拘
束
力
は
な
い
、
之
を
守
る
正
否
ご
は
人
し
の

自
由
意
思
に
委
さ
れ

τゐ
る
、
此
秩
序
を
基
礎
ご
し
て
人
銭
的
秩
序
が
成
立
す
る
、
此
人
骨
岬

ω秩
序
は
一
時
的
で

恒
久
性
を
有
つ
も
の
で
は
な
〈
、
共
時
々
の
E
M
H
際
放
抽
出
に
廊
じ
之
を
規
制
す
る
に
止
ま
る
、

E
義
ご
か
倫
理
ご
か

は
前
岩
の
後
露
で
ゐ

b
・
法
律
は
後
者
り
具
惜
化
で
ゐ
る
、
ケ
ヰ

1
自
身
の
言
葉
に
よ
れ
ば
「
正
義
(
自
知
山
秋
作
)
は

.-

詑

苑

重
良
品
a

批
O
純
耽
入
論

銘
二
十
古
各

じ

第

披

Sc11elle. Le doctcur Qucsnay. 1907. p. 91• 
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設

草
鹿
串
抵
の
純
肱
入
論

第
二
十
六
巻

ノ、

第

班

四

苑

自
然
の
、
而
し
て
叉
最
高
主
権
の
規
制
で
ゐ
っ
て
哩
性

ω先
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
、
そ
は
自
己
に
一
属
す
る
も
の

正
、
他
人
に
一
脱
す
る
も
り
ご
を
明
瞭
に
決
定
す
る
〕
ゲ
キ

1
は
従
来
の
岡
家
皐
設
が
人
錦
の
秩
序
の
方
面
W
研
究

仁
止
ま
h
九
自
然
の
秩
序
を
顧
ざ
る
を
難
じ
、
そ
は
畢
寛
異
理
の
一
面
を
捉
え
た
る
に
過
ぎ
宇
、
未
に
全
両
を
抱

擁
す
る
に
歪
ら
す
古
な
し
て
、
主
て
日
川
、
「
閥
民
は
政
府
が
明
協
に
最
完
全
に
構
成
3
れ
る
蕗
の
自
然
の
秩
序
の

一
般
法
則
を
数
え
ら
れ
ざ
る
べ
か
ら
宇
」
ご
、
由
吐
冠
制
之
、
自
然
の
秩
序
は
人
類
副
食
の
理
想
的
秩
序
で
ゐ
h
・

人
活
的
秩
序
は
個
々
の
場
合
を
規
制
す
る
寅
践
的
秩
序
で
あ
る
、
人
潟
的
秩
序
は
自
然
の
秩
序
を
背
設
ご
し
基
礎

正
し
て
成
立

L
、
相
補
ム
性
質
の
も

ωで
あ
る
・
自
然
的
秩
序
を
斯
様
に
解
縛
し
て
来
る
正
、
そ
は
ゲ
オ
l
叉
は

重
血
属
学
振
の
人
々
の
創
唱
す
る
底
で
な
(
、
法
〈
プ
-
フ
ト
ー
が
理
想
図
家
司
O
]
{
H
O
U

古
賀
践
的
法
伴
岡
家
ロ
O
E
O
-

t
を
分
も
、
塾
一
ア
ク
グ
旦
チ
ン
が
の
凹
〈
昨
日
ロ
E

Z

n日

E
Z
m
Z
2
E
h
w
E
を
分
っ
た
思
想
が
忠
ひ
山
吉
れ
る
o

抑
も
此
比
一
・
仮
の
形
而
上
事
に
よ
れ
ば
世
界
山
本
質
は
物
質
ご
精
励
己
の
二
一
冗
で
あ
る
、
然
も
此
二
つ
は
受
動
的

で
あ
る
か
ら
、
真
に
第
一
二
の
要
素
己

L
1
蓮
動
自
O

口
百
日

E
ご
か
必
要
で
あ
る
・
此
運
動
は
帥
か
ら
興
え

G
れ
た

唯
一
の
宇
宙
の
活
動
原
理
で
ゐ
る
叫
人
制
に
あ
っ
て
は
理
性
を
通
じ

τ此
活
動
原
理
が
作
用
す
る
の
で
あ
っ
て
、

理
性
は
有
益
な
り
や
否
や
の
見
地
の
下
に
、
成
覧
に
入
hzJ
来
っ
た
雑
多
の
も
の
を
判
断
す
る
、
戚
箆
は
自
然
の
認

識
の
唯
一
の
根
源
で
ゐ
る
町
き
て
人
類
ご
動
物

t
り
差
誕
は
、
品
偶
者
は
現
質
の
世
界
に
生
け
る
の
み
で
ゐ
る
が
人

類
は
現
賞
世
界
ご
彼
岸
の
世
界
ご
の
二
つ
に
生
け
る
も
り
で
あ
る
・
現
質
世
界
は
明
諮
2目

《
凶

gno
仁
よ
り
彼
岸
の

世
界
は
信
仰
立
に
よ
っ
ず
し
知
ら
れ
る
、
一
脚

ω存
荘
は
も
我
々
の
内
外
に
作
用
す
る
カ
で
あ
っ
て
、
然
も
人
類
の

意
思
を
離
れ

τ存
在
す
る
、
此
カ
を
考
山
内
ム
寸
る
ζ

正
に
よ
っ
て
微
か
乍
ら
榊
の
存
在
を
知
る
こ
ご
が
出
来
る
が
、

Quesnay， Le clroit natul'eL Oeuvres. ]).365 
Quesna.y， Max.imes genemles. Oeι1Vres. p. 331 

Qn巴5nay，E、idence白 Oeuvres.p. 793 
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そ
の
本
質
は
我
身
の
認
識
の
範
囲
外
で
あ
る
刊
以
上
は
ゲ
ヰ
ー
を
中
心
ご
す
る
此
皐
振
の
形
而
上
事
で
あ
る
が
、

夏
に
一
歩
を
進
め
て
彼
等

ω倫
理
観
を
鬼
れ
ば
、
彼
等
は
先
づ
意
思
の
自
由
を
中
心
に
置
い
て
ゐ
る
、
自
由
ご
は

ん
議
盛
正
異
る
、
気
催
は
動
物
的
自
由
で
あ
っ
て
人
制
聞
を
動
物
に
墜
落
せ
し
な
る
も
の
で
あ
る
、
人
類
行
錯
の
動
機

は
二
つ
に
分
か
れ
る
、
一
は
戚
質
的
動
機
で
、
他
は
理
性
的
動
機
で
ゐ
る
、
前
者
は
勤
物
の
本
能
に
蛍
り
後
者
は

人
類
を

L
て
超
現
質
的
な
力
ご
結
合
せ

L
む
る
も
り
で
ゐ
る
人
々
は
此
ニ
積
の
動
機
に
従
ひ
意
思
を
白
由
に
決

定
才
る
、
乍
然
此
自
由
を
制
限
す
る
義
務
に
に
一
つ
あ
る
、
一
は
紳
に
封
す
る
義
務
で
、
こ
は
自
己
に
謝
す
る
義

務
、
三
は
他
の
同
胞
に
謝
す
る
義
務
で
あ
る
川
此
義
務
ゆ
滋
守
が
印
も
倫
理
で
ゐ
d

心
。
猶
ゲ
ネ
ー
に
よ
れ
ば
無
智

は
総
て
の
罪
悪
の
根
源
で
ゐ
る
・
無
智
こ
そ
は
恰
か
も
一
の
犯
罪
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
・
従
て
凡
ゆ
る
手
段

を
以
吋
無
智
を
除
去
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
小
児
さ
痴
呆
ご
精
神
耗
溺
者
ご
は
意
思
の
自
由
の
錨
聞
外
に
置
か
ね
ば
な

ら
ぬ
、
同
じ
こ
ご
は
又
、
自
然
り
秩
序
を
依
意
勺
破
る
者
に
も
嘗
て
簸
ま
る
、
国
家
は
成
訟
を
以
て
此
叩
刊
の
犯
罪

者
を
罰
し
枇
曾
の
安
全
を
保
持
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
ω

以
上
を
以
て
重
良
卒
採
の
根
本
思
想
た
る
自
然

ω秩
序
・
及
び

形
而
上
由
宇
の
大
館
己
倫
理
観
ご
を
概
括

L
了
え
た
己
信
宇
る
、
次
に
本
論
稿
の
主
要
目
的
た
る
此
一
阪
の
経
済
問
中
的

思
想
に
移
ろ
う
ご
思
う
。

重
農
由
学
一
肌
の
経
済
的
学
的
思
想
を
け
以
も
よ
く
代
表

L
、
且
つ
簡
潔
に
一
つ
の
表
に
示

L
た
も
の
は
ケ
ヰ

l
的
経
済

表

Has-Eロ
品
。
。
ロ
。
自

3
5
で
ゐ
る
、
此
純
隣
表
は
ミ
一
プ
ポ
ー
を

L
て
陛
界

ω三
大
後
見
の
一
つ
吉
賞
讃
せ
し
め

却
も
一
は
文
字
の
後
見
で
あ
与
、
ニ
は
貨
枇
市
ゆ
後
見
で
ゐ
h
，
、
三
は
経
済
表
的
後
表
で
ゐ
る
叫

ヌ

ム

1
ル
執
筆
何
司
広
E
E
ι
2
含
氏
同
月
三
日
一

た
も

ωで
ゐ
る

オ
ン
ケ
ン
編
纂
グ
ネ
l
全
集
に
牧

U
る
蕗
の
デ
具
、

ポ
ン
、

、

説

苑

重
長
田
明
抵
の
純
収
入
前

第
二
十
六
魯

三
コ
一
九

!f; 

規

五

!~) QlI出¥1;:¥y.p. 765 
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第
二
+
大
容

第

掛

六

圃
(l 

苑

軍
農
串
抵
の
純
肱
入
論

誕

七
六
九
年
俊
行
の
入
冊
中
に
表
は
れ
た
賞
時
の
経
済
問
宇
著
作
文
献
簡
略
報
告
中
・
一
七
五
人
年
の
項
目
に
グ
ヰ
ー

の
経
済
表
は
其
設
明
正
共
に
、
「
経
済
的
政
治
の
一
般
椴
言
」

ω論
文
Z
共
に
一
冊
ざ
な
っ
て
何
抵
昆
作
品
目
伽

nog-

E
2
5
3一
日
常
呂
田

ι
o
p
-
-可
の
表
題
の
下
に
ペ
ル
サ
ィ
ユ
宮
殿
内
で
印
刷
さ
れ
袋
行
百
れ
た
湾
を
逃
て

H
つ
ケ
サ
l
自
身
、
此
概
肌
鴫
胴
衣
は
一
七
五
八
年
十
二
月
に
出
版
し
た
芭
彼
に
数
度
物
語
っ
た
己
あ
る
、
然
る
に
ケ

一 一 一 一 一一一一一一一. 

-Yグ
ン
の
考
設
に
よ
れ
ば
ケ
非
1

オ
!
の
第
一
の
門
弟
た
る
ミ
ラ
ポ

l
は
朝
晶
玉
九
年
の
出
版
ご
云
っ
て
ゐ
る
、

の
デ
三
ポ
ン
に
物
語
っ
た
言
葉
を
借
す
べ
〈
・
ミ
ラ
ポ

1
は
彼
自
身
が
告
げ
ら
れ
た
鳴
を
以
て
出
版
の
年
ご
考

え
た
の
で
、
賞
際
出
版
は
、
そ
れ
よ
り
少
し
前
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
Z
云
っ
て
ゐ
る
、
此
版
は
不
幸
に
し
て
其

シ
ュ

-
7
p
y
の
敬
一
不

跡
を
結
っ
た
の
で
あ
る
が
一
人
九

O
年
V
A
2
7
フ
ア

y
、
デ
ヲ
ェ
戸
が
、

に
基
き
巴
里
の
図
民
国
書
館
の

5
7
ポ
!
の
遺
稿
を
研
究
中
、
其
中
に
偶
然
品
目
見
し
再
び
世
に
出
づ
る
こ
ど
、
な

っ
た
、
一
八
九
四
年
ケ
ヰ
ー
の
二
百
年
誕
生
祭
を
記
念
し
英
国
経
済
事
協
曾
が
複
お

L
た
も
の
が
あ
る
が
、
ォ

v

ケ
Y

に
よ
れ
ば
そ
れ
は
前
者
Z
は
別
物
で
あ
っ

τオ
ン
ゲ
ン
の
経
済
問
干
史
に
掃
入
せ
る
も
の
が
前
者
の
初
め
て
世

ア

戸

プ

レ

ッ

ド

、

HUE-oωO同
U
E
0
2
E
一。

オ
ン
ゲ
ン
は
夏
に
叉
ミ
一
フ
ポ

1
の
「
農
事
哲
血
中
要
綱
」

H31
所
掲
の
経
務
表
を
も
複
寓
し
て
ゐ
る
、
之
は
ケ
ネ
!
の
手
に
な
る
も
の
で
頗
る
明
瞭

に
出
た
複
穏
で
あ
る
ご
の
事
で
あ
る
、

開

-
o
E
m
E
ι
m
F

フォ

1
w
z
云
ふ
銅
版
屈
の
徒
品
取
を
し
て
ぬ
た
こ

ご
が
ゐ
る
の
で
彼
自
身
此
銅
版
の
製
諮
に
携
は
っ
た
、
め
で
あ
ら
う
ご
云
う
二
百
で
あ
る
・
崎
抽
之
等
の
他
に
グ
ネ

加

1
全
集
中
に
牧
め
ら
れ
た
「
艦
糖
表
の
分
掠
」
吉
会
見
合

U
F
F
E
S
S
E
-宮
内
が
あ
る
、
此
中
に
合
ま
れ
た

固
表
以
前
述
の
も
の
に
比
し
簡
単
で
あ

h
、
重
要
な
る
考
察
芭
題
し
七
つ
の
考
察
が
附
り
ら
れ
て
あ
る
。
本
論
稿

な
の
は
ゲ

?
l自
身
幼
時
五
年
間
ピ

z
1
ぺ
ド、

ロ
ッ

v
z

by Adam Smith. Wealth of Nations. Cannen's ed. "01. 1I. p. 177 
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は
此
「
経
済
表
の
分
掠
」
に
基
〈
も
の
で
あ
る
、
猶
ケ
ヰ

1
の
経
済
表
は
最
初
の
公
刊
に
嘗
つ

τ彼
ω愛
護
者
の
ポ

y
バ
ド

l
y
夫
人
が
其
難
解
の
た
め
世
人
の
瑚
笑
を
買
ふ
こ
正
を
倶
れ
て
彼
に
忠
告
を

L
た
の
で
あ
る
が
、
ゲ
ヰ

ー
は
此
忠
告
を
斥
け
、
彼
の
友
人
で
あ
り
門
弟
で
あ
る
ミ
ラ
ポ
ー
を
し
て
通
俗
的
解
稗
を
な
さ

L
む
る
こ
己
、
し

て
.
ポ

y
ρ

ド
l
F
夫
人
を
、
ゃ
っ

E
承
諾
せ
し
め
た
の
で
あ
る
、
此
ミ
ラ
ポ

1
の
勢
作
は
彼
の
有
名
な
る
著
遮

〉
E
凹
《
同
日
出
O
E
E
2
一
七
六

O
年

ω
附
録
ご
[
て
出
て
ゐ
る
。

一一
経
済
表
と
純
牧
入

グ
ネ

1
の
「
経
済
表
」
は
、
ゲ
ヰ
ー
が
槌
師
を
本
業

E
L
て
ゐ
る
立
場
か
ら
人
幽
胞
の
解
剖
に
準
ら
へ

τ経
済
枇
曾

を
解
剖
L
、
血
液
循
環
的
理
を
移
し
て
経
済
枇
品
目
仁
於
け
る
財
の
循
環
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
ご
云
は
れ
て
ゐ

る
、
前
に
叩
地
べ
た
る
如
〈
、
ゲ
オ

1
は
U
F

キ
十
五
世
の
侍
皆
吉

L
て
、
叉
彼
の
愛
護
者
た
る
ポ
ン
バ
ド

l
w
夫
人

の
主
治
瞳
ご
し
て
ペ
片
サ
イ
ユ
宮
殿
内
に
佳
し
、
宮
殿
附
溺
の
印
刷
工
に
よ

h
彼
の
著
述
が
印
刷
さ
れ
た
こ
ご
も

あ
る
、
従

τ彼
の
生
涯
中
、
経
済
現
象
の
考
察
に
興
味
を
有
す
る
に
至
る
迄
に
会
に

L
た
著
述
は
主
己
[
て
蹴
官

接
、
生
物
皐
等
に
闘
す
る
も
の
で
ゐ
る
、
彼
が
経
済
現
象
を
考
察

L
初
め
た
の
は
一
七
五
三
年
以
後
、
郎
も
彼
が

五
十
九
歳
以
後
の
・
」
ピ
で
あ
っ
て
、
蛍
時
デ
ヰ
デ
ロ
|
、
及
び
ア
一
フ
V

Pへ
l
w
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
て
居
た
エ

y

チ

F
P
ペ
ダ
ヰ

1
に
「
小
作
人
論
」
(
一
七
五
六
)
「
穀
物
論
」
(
一
七
五
七
)
を
執
筆
し
た
の
が
、
彼
が
経
勝
率
的
著
述

を
会
に
し
た
最
初
で
あ
る
。
彼
が
老
年
に
至
っ
て
益
々
経
務
現
象
の
考
察
に
興
味
を
有
す
る
に
至
っ
た
こ
ど
は
彼

が
経
済
表
の
会
刊
仁
際
し
、
ミ
ラ
ポ

1
に
奥
え
た
手
紙
の
中
仁
、
嘗
時
の
政
府
が
闘
力
の
恢
復
仁
継
掛
以
外
の
方

置

苑

重
鹿
島
e

獄
。
純
敬
礼
詰

第
二
十
武
器

四

第

肱

4ご

Quesnay， OCll¥目 s.p・305ff. 拙詩、ケ永ー「舵情表山分折 i我宰昭和二年
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説

施

第
二
十
六
巻

= 
四

警

J)I! 

八

重
農
且
認
。
純
収
入
諭

策
仁
渡
頭
せ
る
を
痛
惜
し
た
言
葉
炉
ゐ
る
こ
ご
か
ら
も
推
察
す
る
-
』

Z
が
出
来
る
。

出

ケ
オ
ー
の
「
経
済
表
」
は
マ
片
ク
ス
が
「
経
掛
川
平
が
今
迄
負
ふ
蕗
多
き
天
才
的
着
想
」
正
賞
讃
[
、

「
近
代
義
吉
不
可
解
な
る
ス
フ
イ

yz一
品
会
も
の
で
あ
る
が
、
「
罪
表

ω分
折
」
は
先
づ
「
農
業
が

盛
ゆ
る
時
は
総

τ
の
他
の
技
惑
も
共
仁
策
え
る
、
然
L
原
因
は
何
で
あ
ら
う
ピ
も
耕
作
を
廃
す
る
な
ら
ば
他
の
総

て
り
仕
事
は
地
上
な
る
さ
海
上
な
る
子
炉
』
悶
は
す
岡
附
に
じ
び
る
」

Z
云
ふ
P
セ
ノ
ホ

Y

の
言
葉
を
同
頭
仁
一
掲
げ

所
謝

r酌
民
間
半
減
山
旗
峨
を
鮮
明
じ
し
て
、
さ
て
「
経
済
表
の
算
術
的
形
式
の
分
析
」
か
ら
初
め
る
。

闘
民
は
生
産
階
級
n
E
臣
官
。
合
住
百
地
主
階
級
の
訂
目
。

ι臣
官
。
司
門
戸
和
区
耳
切
不
生
産
階
級
n
F
E
O
U
H
小
包
の

の
三
階
級
に
分
た
れ
る
。

J
J
生
産
階
級
は
土
地
を
釧
作

L
t
国
民
の
宮
を
年
#
生
産
す
る
階
級
で
あ
っ
て
、
農
業
労
働
の
投
周
を
前
扮

し
、
年
々
地
主
に
所
得
司
〈
自
己
何
を
支
挑
ふ
も
の
で
あ
る
。

一
」
地
主
階
級

ω主
権
者
、
土
地
所
有
者
・
及
び
十
分
り
一
税
徴
集
者
巴
企
E
H
0
2
を
包
合

t
、
生
産
階
級
が

前
献
の
費
用
を
控
除
L
た
残
り
の
所
得
・
郎
、
も
「
純
牧
入
」
官
。
主

2
2
を
受
取
っ

τ生
活
を
維
持
せ
る
階
級
で

エ
ン
グ

Y

1

が

あ
る
@

日
不
生
産
階
級
は
農
業
以
外
の
労
働
に
従
事
す
る
人
々
か
ら
成
る
、
彼
等
の
生
計
は
生
産
階
級
ご
地
主
階
級
か

ら
釘
梯
は
れ
る
o

エ
ク
且
は
ケ
予
1
ー
の
所
謂
一
小
生
中
産
階
級
を
直
ち
に
賃
銀
勢
働
者
円
O
E
E円
Z
R
q
正
解
し
て
ゐ

る
叫
乍
然
ゲ
ヰ
!
の
此
階
級
は
農
業
仁
従
事
す
る
岩
以
外
の
職
業
郎
も
商
業
、
工
業
等
に
従
事
L
て
ゐ
る
者
を
金

LettJ-e5 a Mirel.bc<lll sur le Tablcau economi【Inc.dans Schcllc's le docteur 
Q国 SOtly，Annexes. p. 390 
前九 a. O. S. 92 
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一 一一一一

部
包
合
す
る
の
で
あ
る
か
ら
之
を
特
に
賃
銀
勢
働
者
ご
限
定
す
る
の
は
狭
き
に
失
す
る
で
は
な
か
ら
う
か
。

き
て
以
上
は
、
ゲ
オ
!
の
階
級

ω分
類
で
あ
る
が
此
三
つ
の
階
級
聞
に
は
年
々
繰
返
さ
れ
る
財
り
交
易
が
ゐ

る
、
蓋
し
地
主
階
級
、
不
生
産
階
級
は
自
ら
食
粗
品
、
原
料
品
等
を
生
産
せ
ま
る
も
の
で
あ
る
か
ら
財

ω交
日
明
な

L
に
は
生
活

L
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ク
ネ
!
の
「
経
済
表
」
は
一
見
に
数
加
の
侭
定
の
上
に
成
立
す
る
、
郎
も
一
農
業
が
最
高
度
に
行
は
れ
毎
年
一
定

ω

倒
備
が
繰
返
し
生
産
苫
れ
つ
、
あ
る
こ
正
、
二
此
伺
備
は
繭
業
的
諮
問
民
間
に
行
は
れ
る
恒
久
的
酬
明
格
の
上
に
氷

久
的
献
態
ご
し
て
建
て
ら
れ
て
切
る
こ
ご
、
三
商
業
上
の
自
由
競
守
Z
農
業
耕
作
上
の
宮
の
所
有
の
絶
掛
的
安

会
の
存
す
る
こ
吉
、
之
で
あ
る
。

生
産
階
級
は
常
に
農
業
に
従
事
し
て
年
々
一
定
額
、
例
へ
ば
五
十
億
訟
を
生
産
す
る
ご
す
る
、
践
が
之
た
け
の

生
産
を
な
す
仁
は
牧
穫
を
蹄
す
迄
一
年
問
、
農
民
の
食
届
品
、
及
び
肥
料
、
農
具
等
に
前
拐
を
な
す
必
要
が
ゐ

る
a

之
を
二
十
億
法
吉
見
積
る
、
従
て
す
」
を
岡
牧
す
る
た
め
に
五
十
億
法
の
生
産
額
か
ら
先
づ
二
十
億
訟
は
控
除

せ
ね
ば
な
ら
尚
も
の
で
あ
る
・
そ
れ
で
礎
部
の
三
十
億
訟
が
、
生
産
階
級
が
他
階
級
仁
版
責

L
得
る
も
の
で
あ

る。
地
主
階
級
も
不
生
産
階
級
も
彼
等
の
生
計
維
持
の
た
め
に
生
産
階
級
か
ら
食
織
品
を
買
は
ね
ば
な
ら
肉
、
此
額

を
各
階
級
十
億
法
づ
、

z仮
定
す
る
、
然
る
に
不
生
産
階
級
な
る
も
め
は
主
さ

L
τ
工
業
的
勢
働
じ
従
事

L
つ‘、

あ
る
も

ωで
あ
る
か
ら
原
料
を
必
要
ご
す
る
、
之
も
生
産
階
級
た
る
農
民
か
ら
仰
が
な
げ
れ
ば
な
ら
ぬ
、
之
を
十

億
法
ご
す
る
、
之
で
生
産
階
級
の
一
年
に
生
産
し
た
五
十
億
法
の
舗
備
は
全
部
蕗
分
が
憐
ん
村
い
わ
け
で
あ
る
。

設

苑

第
ニ
十
六
巻

重
民
草
紙
の
純
収
入
論

三
四
三

古島

班

:1L 

Marx. a. a. 0.5. 89 
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院

重
良
事
抵
の
純
牧
入
歯

O 

苑

第
二
十
大
巻

三
四
回

第

掛

き
て
生
産
階
級
の
手
に
は
他
の
階
級
に
阪
由
民
し
た
代
僚
が
三
十
億
法
、
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
此
中
・

億
法
は
地
主
へ
地
代
Z
し
て
支
掛
は
れ
、
残
り
の
十
億
法
は
不
生
産
階
級
へ
工
業
製
品
の
購
買
に
使
用
せ
ら
れ ←卜

品。
地
主
階
級
は
受
取
っ
た
地
代
二
十
億
法
を
二
分
し
て
、
十
億
法
は
前
過
し
た
逓
h
、
自
分
の
階
級
の
生
計
維
持

の
た
め
農
民
へ
支
抑
ひ
残
b
の
宇
分
に
賞
品
十
億
法
は
不
生
産
階
級
へ
工
業
製
品
の
購
実
に
支
抑
は
れ
る
。

不
生
産
階
級
は
自
己
の
製
品
を
生
産
階
級
ご
地
主
階
級
へ
十
億
法
づ
、
、
合
計
二
十
億
法
を
販
貸
し
、
前
通
せ

る
如
〈
、
共
竿
R
T
を
自
己
の
生
計
維
持
に
、
他
の
字
分
を
原
料
購
買
の
た
め
に
生
産
階
級
へ
支
梯
ふ
も
の
で
あ

る。
斯
様
に
し
て
一
年
に
生
産
せ
ら
れ
た
五
十
億
法
の
便
値
が
三
つ
の
階
級
悶
に
循
環
す
る
の
で
め
る
が
、
北
則
の

循

環

を

闘

示

し

た

も

の

が

「

経

済

表

」

で

あ

る

。

-

蕗
が
最
初
ケ
ヰ
ー
が
階
級
の
分
類
を
な
す
際
に
地
主
階
級
の
中
に
、
主
権
者
及
び
十
分
の
一
枕
徴
集
者
を
合
め

て
ゐ
る
、
之
等
の
人
々
は
租
税
の
形
式
の
下
に
其
欣
入
を
得
っ
、
あ
る
の
で
あ
る
が
・
重
度
開
学
況
の
主
張
に
よ
れ

ば
土
地
の
み
が
股
入
を
愛
生
す
る
根
源
で
あ
る
か
ら
地
主
の
所
得
の
上
仁
之
等
の
租
税
が
課
せ
ら
れ
る
誇
で
あ

る
G

ぞ
れ
故
に
地
主
の
所
得
は
質
際
は
二
十
億
法
よ
り
少
い
も
の
で
ゐ
る
、
ケ
ヰ

1
は
主
機
者
の
牧
入
を
以
て
地

主
の
七
分
の
二
百
仮
定
す
る
・
的
も
五
億
七
千
二
百
官
同
法
で
、
十
分
の
一
税
徴
集
者
の
枚
入
は
仙
の
税
金
を
も
込

め
て
七
分
切
一
、
帥
も
二
億
八
千
六
百
高
怯
で
、
結
局
、
地
主
の
所
得
は
七
分

ω四
、
郎
も
十
一
一
億
四
千
四
百
高

浦

法
正
な
る
、
乍
然
之
等
の
人
々
も
亦
.
生
活
維
持
の
た
め
食
糧
品
な
。
工
業
製
品
な
与
を
要

L
、
等
し
〈
生
産
階

Quesnay. Oeuvres. p. 3日， 312 
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級
及
び
不
生
産
階
級
へ
支
梯
ふ
こ
ご
を
要
す
る
か
ら
之
を
地
主
の
所
得
二
十
億
法
を
以
て
代
表
せ
し
め
て
も
差
支

は
な
い
わ
け
で
あ
る
。

不
生
産
階
級
は
重
農
経
済
の
主
張
に
よ
れ
ば
年
々
投
下
資
本
を
回
牧
し
、
彼
等
の
生
活
を
維
持
す
る
に
止
ま

え
何
等
の
使
館
を
も
生
産
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
ゐ
る
、
工
業
、
商
業
に
従
事
す
る
も
の
は
背
此
階
級
に
合

ま
れ
る
が
彼
等
は
箪
に
物
質
に
加
工
す
る
か
、
之
を
移
醐
押
す
る
に
止
ま

h
、
債
値
の
増
殖
に
は
無
関
係
な
も
の
で

あ
る
。
ケ
ヰ
ー
が
商
業
営
以
て
生
産
業
に
あ
ら
十
ご
し
て
商
人
の
介
在
を
無
用
調
し
た
こ
己
は
各
所
に
見
ら
品
、

の
で
ゐ
る
が
「
経
済
表
」
に
附
胤
せ
し
め
た
第
六
考
察

ω腎
磁
の
一
句
「
人
々
は
岡
じ
生
産
物
が
数
度
、
商
人
及
び

手
工
業
者
の
手
を
通
過
す
る
の
を
見
る
、
然
し
循
環
を
h

無
批
撚
山
周
に
増
加
せ
し
め
る
貰
回
買
頁
の
斯
〈
の
如
き
繰
返
し
は
商

品
の
移
輔
ご
臨
袋
茸
用
の
増
加
芭
子
，

れ
故
、
生
産
を
計
算
す
る
仁
は
、
そ
の
量
E
最
初
の
人
の
手
か
ら
寅
ら
れ
る
煩
格
に
限
ら
れ
る
山
吉
一
五
っ
て
ゐ
る

の
は
此
一
例
で
ゐ
る
、
従

τ商
業
上
の
費
用
が
財
の
循
裁
に
件
ふ
ご
す
れ
ば
上
越
の
一
年
の
生
産
額
五
十
億
怯
に

猶
若
干
の
費
用
を
合
め
て
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
わ
け
で
、
ケ
ヰ
ー
は
其
合
計
を
六
十
三
億
七
千
高
法
ご
計
算
し
、

此
詳
細
に
就
て
は
「
農
耕
哲
向
学
」
司
区

0
8司
区
内
吉
田
-o
第
七
章
を
拳
照
せ
よ
Z
云
っ
て
ゐ
る
凶

一一…一一一一

グ
ヰ

1
の
門
弟
ミ
ラ
ポ

1
が
巴
里
ポ

1
ジ
ラ

1
街
の
一
宮
に
同
志
の
士
ご
週
二
回
曾
合
L
、
霊
農
経
済

ω思
想

を
練
っ
た
の
は
此
振
の
歴
史
の
一
且
ピ
y
I
V
で
あ
る
が
叫
グ
ヰ
ー
も
亦
此
曾
合
に
出
席
し
約
十
年
も
此
曾
は
縦

続
し
た
が
、
蛍
時
グ
ヰ

1
Z
ミ
ラ
ず

1
E
の
曾
話
ご
し

τ
「
純
般
入
」
日
目
。
含
昨
日
"
の
語
が
一
屡
々
用
ひ
ら
れ
た
こ

院

苑

重
良
畢
揖
由
純
軟
入
輸

第
二
十
大
巻

三
五
五

第

説
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詑

草
農
事
民
自
一
潤
収
入
論

=
一
回
大同

ホ

1
セ

l
の
記
録
に
見
ゆ
る
慮
で
ゐ
る
、
然
ら
ば

第
三
十
六
巻

第

班

一

苑

ご
は
、

ケ
ヰ
!
の
愛
護
者
た
る
ポ
ン
バ
ド

1
F
夫
人
の
侍
女
、

曾
話
の
焦
貼
で
ゐ
っ
た
「
純
牧
入
」
ご
は
如
何
な
る
も
の
で
ゐ
ろ
う
か
。
答
は
簡
単
で
あ
る
、
デ
て

ヌム

1
F
は
日
〈
「
収
獲
か
ら
耕
作
者
の
回
肢
を
引
去
る
時
、
而
し
て
此
回
枚
額
は
翌
年
耕
作
の
費
用
を
支
挑
ふ

た
め
必
要
で
あ
り
、
家
蓄
、
器
具
等
ざ
な
っ
て
存
在
す
る
前
抑
の
資
金
を
永
久
に
維
持
し
行
〈
に
必
要
で
、
自
然

が
土
地
の
耕
作
の
た
め
禁
使
用
を
是
非
正
も
要
求
す
る
蕗
の
額
で
あ
る
が
、
業
ゐ
E
じ
残
っ
た
も

ωが
純
牧
入
で

あ
る
凶
』
叉
、
此
忠
一
涙
の
代
表
者
の
一
人
ぺ

j
y
v
ェ
1
、
グ
、
ラ
、

wJ
グ
ィ
ェ

1
F
に
よ
る
ご
「
土
地
の
生
産
物

は
「
線
牧
入
」
ざ
「
純
枚
入
」
ご
に
分
た
れ
る
、
・
・
「
総
収
入
」
は
英
生
産
に
要
し
た
総
て
の
費
用
を
負
強
す
べ
き

責
任
を
合
ん
だ
生
産
物
の
量
で
あ
h
，
、
此
量
か
ら
此
費
用
を
控
除
し
た
時
仁
、
北
(
惜
盟
俄
Z
な
る
も
の
が
「
純
牧
入
」

で
あ
る
、
そ
は
枇
曾
に
ご

b
て
の
利
徒
で
ゐ
る
、
差
し
枇
曾
の
申
誌
の
埼
加
は
貨
に
「
純
放
入
」
に
基
く
の
で
ゐ
る
か

出
ら」

z。

ポ
ン

.

.
 

7

、

ゲ
ヰ
ー
の
「
経
臨
柄
引
衣
」
に
よ
れ
ば
農
民
、
的
も
生
産
階
級
が
生
産
せ
る
五
十
億
法
の
中
、
投
下
資
本
、
却
も
前
梯

し
た
る
二
十
億
法
さ
、
農
業
用
工
具
の
購
買
の
た
め
工
業
者
、
邸
主
，
不
生
産
階
級
に
支
挑
ひ
た
る
十
億
法
を
控
除

し
た
る
残
額
二
十
億
法
が
「
純
牧
入
」
を
構
成
せ
る
も
の
で
、
此
二
十
億
法
は
前
に
遁
ぺ
た
る
如
〈
地
代

Z
L
て
地

中
心
の
手
に
移
h
行
く
も
の
で
あ
る
、
郎
ち
「
純
枚
入
」
は
農
業
耕
作
ご
云
ふ
生
産
過
程
仁
於
て
費
生
し
・
生
産
階
級

か
ら
地
主
階
級
の
財
の
循
環
過
科
に
於
て
地
代
に
幾
じ

τ地
主
の
手
に
牧
納
せ
ら
る
、
.
も
の
で
あ
る
。

ペメむ
F

V
エ

1
は
一
五
ふ
「
耕
作
者
に
総

τ切
賠
償
を
奥
え
た
後
に
残
る
比
「
純
枚
入
」
こ
そ
は
地
主
、

i
z一僻者

ぜ
に
分
配
せ
ら
れ
る
べ
き
唯
一
の
も
の
で
ゐ
る
叫
』
デ
ュ
ポ
ン
:
ソ
、
見
ム

1
7
b亦
『
此
「
純
牧
入
」
は
土
地
の
所
省

l¥1emoil.es de i¥lme dll Hausset. p. 7r. cite par Moriιe， Le produit net 
des Phys.iocrates ct h pllls-v~h!e de K.arl Mar>;._ r~J:08_ p. .14-
Dllpont de Nc!.~1.o~，目 D己 l'orìgìne et Jcs progres ci-une-science nouvel1e. 
1762. ed. par Dubois_ .p_ 14 
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者
に
属
す
べ
き
も
り
で
あ
る
、

-
「
純
般
入
」
が
多
い
程
、
土
地
所
有
者
の
利
盆
は
大
で
あ
る
、
:
・
;
・
会
人

類
の
紫
柴
は
「
純
牧
入
」
り
大
さ
に
依
存
す
る
出
」
『
純
牧
入
宇
多
か
ら
し
む
る
に
は
生
産
に
寄
興
す
る
労
働
を
ば
最

も
費
用
少
(
し
て
使
用
す
る
に
あ
る
、
而
し
て
勢
川
閣
の
費
用
を
可
能
的
に
減
少
せ
し
む
る
に
は
資
本
を
投
下
す
る

人
ご
柚
労
働
者
ご
の
間
に
競
争
せ
し
む
る
を
要
す
る
、
」
ご
云
っ
て
ゐ
る
。
以
上
の
引
用
に
よ
っ
て
知
ら
る
、
如
〈
純

牧
入
は
締
枚
入
か
ら
生
産
の
費
用
を
控
除
し
た
も
の
で
、
地
主
の
所
得
ご
し
て
の
地
代
を
形
成
す
る
も
の
で
ゐ

4
9
C
M
 純

枚
入
が
総
牧
入
よ
h
生
践
の
授
用
を
控
除
し
た
残
俄
で
ゐ
る
ご
す
る
な
ら
ば
生
産
の
費
用
は
果
し
て
如
何
な

る
も
の
か
ら
成
り
立
つ

ω
で
あ
ら
フ
か
c

農
業
生
産
の
第
一
の
要
素
は
土
地
で
ゐ
る
、
此
土
地
の
借
地
料
は
此
派

に
よ
れ
ば
、
費
用
を
控
除
[
た
残
倫
、
印
も
純
牧
入
を
地
代
ご
し
て
地
主
に
支
扮
ふ
の
で
あ
る
か
ら
地
代
は
生
涜

費
の
中
に
合
ま
れ
て
ゐ
な
い
ゆ
で
あ
る
、
費
用
は
生
産
階
級
が
自
ら
直
接
に
生
産
に
投
下
す
る
も
の
で
之
に
こ
椅

ゐ
る
・
一
は
一
冗
本
的
投
下

μ
g
R
2
1
E
E
E
で
農
具
、
肥
料
、
家
畜
の
購
買
、
維
持
等
数
年
に
亘
b
T
-
禁
致

果
を
給
総
す
べ
き
も
の
、
支
出
で
ゐ
っ
て
、
こ
は
毎
年

ω投
下
山
五
日
o
u
E
2
0
=日
で
生
産
階
級
の
食
料
、
橋

純
、
施
肥
、
政
一
筏
耕
作
等
的
労
働
仁
劃
す
る
明
酬
で
あ
る
、
ア
ベ
、
ポ
!
ド

1
は
此
外
、
主
楳
者
又
は
同
家
の

投
下
、
即
も
道
路
、
運
河
等
を
血
中
げ
て
ゐ
る
が
、
之
等
は
純
枚
入
、
帥
も
地
代
に
謀
せ
色
れ
る
租
税
に
よ
っ
て
支

排
は
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
生
産
階
級
そ
の
も
の
、
直
接
的
費
用
的
中
に
は
合
ま
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

生
産
遇
税
に
於
て
成
立

L
た
純
牧
入
は
、
以
上
の
如
〈
総
牧
入
よ
ち
生
産
階
級
の
諸
費
用
を
控
除
し
た
獲
俄
で

あ
る
が
、
真
に
循
環
過
程
に
移
つ

τ地
去
の
手
に
納
ま
る
、
地
主
の
手
に
入
h
た
る
純
枚
入
の
一
部
分
は
租
税
ピ

説

苑

貰
直
串
訳
白
純
収
入
論

第
二
十
六
巻

同
-!; 

第

娩
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院

苑

重
鹿
島
・
扱
白
純
枕
入
論

第
二
十
六
磐

= 
四
月‘

第

披

四

L
て
主
雄
者
仁
移
る
こ
Z
は
前
仁
崎
地
べ
た
如
く
で
あ
る
が
、
夏
に
翌
年
度
の
純
収
入
後
生
の
多
少
は
地
主
及
び
主

樺
者
が
如
何
じ
此
純
般
入
を
伎
周
す
る
か
じ
よ
っ
て
決
定
吉
れ
る
、
前
仁
述
べ
た
る
如
〈
、
地
主
及
び
主
檎
者
は

彼
等
の
放
入
を
二
分

L
、
一
は
生
産
階
級
に
、
他
は
不
生
産
階
級
に
支
出
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
此
二
つ
め
伎
途

は
会
〈
異
る
、
「
地
主
が
不
生
産
階
級
に
挑
ひ
、
此
階
級
の
生
活
維
持
に
役
立
た

L
む
る
支
出
正
、
地
主
が
直
接
に

生
産
階
級
に
支
梯
ふ
支
出
芭
を
混
同
し
て
は
な
ら
泊
・
蓋

L
地
主
が
生
産
階
級
に
な
す
支
出
は
、
不
生
産
階
級
に

な
す
支
出
よ
ち
も
一
層
農
業
に
有
利
で
あ
り
得
る
か
ら
」
『
地
主
が
不
生
産
階
級
に
な
す
支
出
は
以
上
官
会
〈
異
る

却

:
:
:
そ
は
装
飾
の
脊
修
を
構
成
す
る
」
地
主
が
生
産
階
級
に
劃

Lτ
支
出
し
た
純
牧
入

ω
一
部
は
農
業
耕
作
に

使
用
き
る
、
こ
ご
に
よ
っ
て
、
更
に
純
牧
入
の
増
加
に
役
立
つ
・
主
様
者
が
租
税
を
運
河
、
道
路
挫
す
に
使
用
す
る

時
、
亦
然
h
、
純
股
入
の
精
加
は
結
局
地
主
階
級
の
一
手
に
師
す
る
も
の
で
ゐ
る
が
、
ボ
ー
ド

1
の
云
ふ
所
に
よ
れ

ば
、
地
主
の
手
に
蹄
す
る
迄
の
、
生
産
及
ぴ
循
環
切
雨
過
程
の
中
に
、
地
主
隣
級
の
み
な
ら
す
、
他
の
階
級

ω智

鴫

誠
、
慾
壁
、
享
梨
等
の
向
上
を
促
す
も
の
で
あ
る
、
乍
然
ケ
ヰ
ー
に
よ
れ
ば
純
牧
入
の
増
加
は
単
に
耕
作
に
劃
す

る
投
資
の
大
小
に
よ
る
の
で
な
〈
、
共
廃
に
は
技
術

ω波
良
営
必
要
保
件
Z
す
る
、
耕
作
用
家
畜
ご
し
て
牛
よ
り

馬
を
探
ぴ
、
小
農
よ
b
大
農
を
抽
出
納
す
る
彼
の
「
穀
物
論
山
一
篇
は
此
趣
旨
に
基
い
て
ゐ
る
。

以
上
の
叙
過
に
於
て
知
ら
る
、
如
〈
重
度
皐
涙
の
所
調
「
純
枚
入
」
は
生
産
過
程
に
於
て
成
立
し
循
環
過
程
に
於

FL
質
現
す
る
こ
ご
恰
か
も
マ
戸
ク
旦
の
剰
伶
償
他
に
等
し
き
も
の
が
あ
る
、
前
者
一
炉
純
枚
入
を
生
h
u
勢
働
を
向
車
に

農
業
努
働
仁
限
h
、
工
業
・
商
業
等
の
軸
労
働
が
間
半
仁
共
支
出
を
同
枕
す
る
に
止
ま
b
、
何
等
純
牧
入
h
v
』
殺
生
せ
な

い
ご
な
し
た
健
に
於
て
T

U

F

ク
A
Z
は
相
違
す
る
も
、
共
に
生
産
過
程
の
労
働
に
於
て
株
分
の
慎
値
を
後
生
す
ご

P" ed 
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な
し
た
唱
}
ご
は
軌
を
一
に
す
る
、
乍
然
重
慶
畑
中
波
の
純
牧
入
論
に
於
て
は
生
産
渇
特
に
於
て
成
立
し
た
剰
俄
、
郎

も
此
傑
は
穀
物
等
の
物
質
で
ゐ
る
が
、
そ
れ
が
循
環
過
判
刊
を
通
過
し
て
ゐ
る
中
に
何
時
し
か
貨
僻
倒
他
に
輔
化
し

て
ゐ
る
、
此
閥
に
貨
鮮
の
介
在
す
る
行
程
の
設
明
が
な
さ
れ
て
居
な
い
、
尤
も
生
産
階
級
か
ら
地
主
的
甲
子
仁
牧
ま

る
迄
、
穀
物
自
健
で
ゐ
る
ご
も
考
え
ら
れ
る
が
、
地
主
が
夏
に
之
を
生
産
階
絞
に
投
下
す
る
時
、
所
調
書

E
n
g

ご
な
る
も

ωは
最
平
、
物
質
そ
の
も
り
で
は
ゐ
h
能
は
な
い
、
此
過
程

ω悶
に
不
知
不
誠
、
貨
幣
欄
侃
に
移
さ
れ

て
ゐ
る
の
で
ゐ
品
。
夏
に
一
歩
を
進
め
て
考
え
る
吉
、
此
事
仮
に
は
同
情
値

ω観
念
が
頗
る
不
明
で
あ
る
、
彼
等
の

懐
抱
せ
る
自
然
法
制
は
経
燐
現
象
的
説
明
に
も
表
は
れ
、
自
然
物
を
以
て
偲
値
を
代
表
せ
し
め
て
居
る
、
純
牧
入

が
共
本
質
は
寝
泊
四
で
ゐ
る
に
か
、
わ
ら
ず
、
彼
等
に
ゐ
つ
て
は
、
牧
獲
ご
投
下
物
ご
の
差
で
ゐ
h
、
枇
曾
的
形
式

ざ
し
て
の
偲
倍
以
看
過
百
れ
て
ゐ
る
、
夏
ド
7

L

F

ク
ー
に
ゐ
つ
て
は
剰
倫
伺
値
が
賞
現
主
れ

τ後
、
之
を
受
入
れ

る
も
の
は
労
働
の
雇
傭
者
で
あ
h
・
資
本
家
で
ゐ
る
が
、
貫
庭
向
半
減
に
ゐ
つ
て
は
純
牧
入
は
地
主
の
手
に
集
ま

る
、
却
も
等
し
く
時
労
働
の
結
川
市
、
品
四
生

L
た
る
剰
俄
酬
明
値
ゆ
蹄
凶
刷
が
雨
者
、
会
く
異
つ

τ居
り
、
重
農
学
一
淑
に
於

τは
剰
徐
債
値
が
唯
一
一
ω
地
代
な
る
形
式
の
下
に
地
主
階
級
の
手
に
入
る
、
然
し
乍
ら
重
鹿
市
学
一
献
に
於
て
は
生
産

階
級
は
農
業
耕
作
労
働
に
従
事
す
る
も
の
で
あ
ち
、
不
生
産
階
級
は

l
l沼
稲
は
不
生
産
で
は
ゐ
る
が
、
之
に
は

倫
理
的
に
有
害
な
階
級
己
一
五
ム
意
味
な
き
こ
ご
は
ク
ヰ
ー
も
一
去
っ
て
ゐ
る
川
|
|
主
正
し

τ工
業
的
勢
働
に
従
事

一ー一一 j山一

す
る
も
の
で
ゐ
る
か
ら
・
地
主
階
級

ωみ
が
持
働
せ
守
し
て
生
活
し
て
ゐ
る
も
り
で
あ
る
、
此
意
味
に
於
て
7

U

F

ク
ス
が
叫
労
働
者
階
級
に
樹
立
せ

L
め
た
資
本
家
吉
岡
一
楓
し

t
不
可
な
き
も

ωで
、
唯
.
時
代

ω反
映
古
し
て
、

ク
ヰ

1
の
賞
時
は
資
本
家
に
代
位
す
る
も
の
は
地
主
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

苑

詑

富
良
皐
蹴
自
純
肱
入
論

第
二
十
六
巻

四
ブL

第

批

五
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詑

苑

第
二
十
六
巻

プミ

五
O 

重
鹿
島
a

抵
白
純
牧
入
論

第

税

議
じ
注
意
す
ぺ
き
は
普
通
重
度
率
一
政
は
ケ
ヰ
!
の
経
済
表
に
従
ひ
、
地
主
階
級
、
生
産
階
級
、
不
生
産
階
級
ゆ

三
械
を
以

τ此
曾
階
級
の
分
類
己
な
し

τゐ
る
正
考
え
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
、
乍
然

7
?
1自
身
も
批
合
階

絞
を
此
三
穏
に
の
み
限
っ
て
ゐ
る
の
で
は
な
〈
、
之
以
外
に
一
見
に
数
に
於
て
多
い
下
府
陪
級
『

E
3
4
F、目見片山仲

間
以
内
右
目
仰
が
存
在
す
る
こ
ご
を
逃
ぺ
て
ゐ
る
、
唯
彼
等
は
消
岐
に

ωみ
悦
は
h
J
、
進
ん
で
縦
済
活
動
に
従
事
ず
る
も

の
で
な
い
ー
か
ら
、
閥
抗
胴
衣
に
於
け
る
帯
察
か
ら
省
か
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
、
然
し
武
藤
率
、
滅
的
階
級
制
ご
し

τは

普
通
、
省
か
れ
て
ゐ
る
此
階
級
を
も
考

ω中
に
入
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。

重
鹿
島
a

振
に
あ
っ
て
は
、
農
業
生
産

ωみ
が
生
産
で
ゐ

h
・
此
貼
よ
り
後
生
す
る
剰
伶
困
問
伯
、
帥
ち
純
枚
入

ω

み
を
以
て
国
富
増
加
の
根
源
ご
な
す
こ
ご
に
は
後
代
の
事
者
の
非
雛
す
る
蕗
で
ゐ
る
が
、
然
し
常
時
の
生
席
獄
態

を
見
る
防
、
融
労
働
カ
の
多
〈
は
農
業
に
用
ひ
ら
れ
・
然
も
捗
働
生
産
山
未
熟
な
る
ま

E
L
て
自
然
の
カ
に
依
捺
し

て
、
人
智
に
よ
る
こ
ご
甚
だ
少
か
り
し
も
の
で
あ
る
、
「
土
地
の
み
が
定
的
唯
一
の
根
源
で
ゐ
る
』
円
白
書
目
白
同

E
巳』
5
Z
E
R
O
品目

E
r
o白
2
・
、
て
ふ
一
大
格
言
は
蛍
附
の
生
斎
服
態
よ
ち
す
れ
ば
寧
ろ
常
然
な
の
で
あ
る
、
重

鹿
島
・
一
蹴
も
亦
、
時
代
の
反
映

Z
一
式
ふ
よ

h
他
な
き
も

ωで
あ
る
。

事
者
は
佐
々
重
鹿
島
丁
一
献
が
商
業
を
等
関
税
し
た
こ
己

ev
非
難
す
る
が
、
此
仮
は
決

L
て
商
業
を
無
視

L
、
之
に

設
言
及
ば
苫
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
、
阪
に
前
遁
せ
る
如
〈
、
ヶ
ヰ

1
は
経
桝
表
成
立
の
一
刑
制
定
ご
し

τ宮
の
安

全
正
共
に
商
業
上
の
自
由
競
等
の
有
す
る
こ
ご
を
述
べ

τ居
h
、
穀
物

ω正
営
な
る
債
務
的
有
す
る
二
百
が
農
業

の
繁
栄
を
粛
す
も
の
で
あ
b
、
そ
の
潟
め
に
は
穀
物
輸
出
入
の
白
川
向
が
確
保
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
ご
を
主
張

L
、

就
中
、
毅
物
輸
出
商
が
商
業
の
基
本
で
あ
る
こ
子
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シ'、

ヌ

ム

1
w
は
其
著
「
穀
物
の
聡
出
入
に
就
て
」
一
七
六
四
年
刊
行
に
於
て
特
に
其
第
五
章
を
「
穀
物
商
業

の
絶
潤
的
自
由
に
由
来
す
る
農
業
及
び
其
枚
入

ω増
加
に
就

τ」
ご
題
し
、
商
業
の
重
要
性
を
設
い
て
ゐ
る
の
で

あ
る
、
ゲ
ヰ

1
自
ら
も
「
E
嘗
な
る
債
格
は
農
業
を
良
好
な
ら
し
む
る
の
み
な
ら
す
、
正
蛍
な
る
債
格
こ
そ
は
農

業
が
獲
得
し
ゅ
H

る
官
を
構
成
す
る
も
り
で
ゐ
る
、
市
首
の
一
定
量

ω
附
恨
館
は
宮
ざ
し
て
考
察
古
れ
、
そ
の
同
間
格
の
中

に
成
立
す
る
、
』
ご
云
ひ
・
生
産
過
程
に
於
て
作
り
山
吉
れ
た
穀
物
が
、
循
環
過
程
に
於

τ人
々
の
手
を
治
る
こ
正

に
よ
っ
て
、
的
も
商
業
の
中
に
附
倒
桁
ご
な
hJ
官
を
形
成
す
る
じ
至
る
こ
古
を
越
ベ
イ
L
b
る
の
で
あ
る
、
彼
等
仁
ょ

う

τ商
業
が
無
税
苫
れ
・
会
〈
説
話
及
ば
れ
な
か
っ
た
ご
見
る

ωは
誤
解
で
あ
る
こ
ご
は
以
上
に
よ
っ
て
明
瞭
で

あ
ろ
う
。
工
業
も
亦
・
官
時
の
生
産
拡
拙
拙
か
ら
見
れ
ば
、
是

ω多
〈
は
手
工
業
E
E
ロム・
2
5一
日
の
範
囲
を
出
で

や
，
、
農
業
生
産
に
比
し
、
甚
ガ
不
振
の
献
態
に
ゐ
っ
た
ニ
ご
は
想
像
す
る
に
難
〈
な
い
か
ら
、
従
C
賞
時

ω撃
者

の
目
に
農
業
の
如
〈
深
〈
映
じ
な
か
っ
た
も
の
ご
見
る
べ
き
で
ゐ
ろ
'
3
・
事
設
は
時
代
の
反
映
で
あ
る
、
北
(
背
且
尽

を
無
風
し
て
、
之
を
難
ず
る
は
酷
で
あ
る
・
事
ろ
7

ル
ク
旦
の
重
農
減
税
の
如
〈
準
設
の
内
在
的
批
判
を
な
す
こ

Z
か
岡
崎
あ
る
机
方
正
一
五
ふ
べ
き
で
あ
ろ
う
。
唯
重
農
皐
娠
が
彼
等
の
生
産
方
訟
を
以
て
歴
史
的
批
曾
的
産
物
言

見
守
、
之
を
絡
封
胡
L
、
永
久
税
し
た
こ
ご
は
、
正
統
率
振
の
人
々
の
考
察
方
法
ご
共
ド
非
難
き
る
ぺ
き
4
E
で

，.，. 
、

あ
ろ
う
。設‘

苑

京
農
単
抵
の
純
牧
入
荷

第
二
十
大
巷

五

第

腕

七
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